
 

東京都下水道局行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱 

 

 

令和７年２月４日  

６下総総第６０４号  

 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、行政手続等に係る標準処理期間を定め、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保す

ることによって、行政運営における公正の確保及び透明性（行政上の意思決定について、その内容及

び過程が都民にとって明らかであることをいう。）の向上を図り、都民の利便性の向上に資すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 条例等 条例、東京都規則及び要綱、要領その他の事務処理の基準として都の機関が定める内

部規程（通達・通知の形式によるものを含む。）をいう。  

 (2) 申請 法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益

を付与する処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）を求める行為であっ

て、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。  

 (3) 申請等 申請に加え、法令及び条例等に基づく届出、報告、相談、申込、請求、苦情申出その

他の都の行政手続等における都民等の各種行為を総称したものをいう。  

 (4) 許認可等 申請に基づいて処理する行政手続等をいう。 

 (5) 標準処理期間 申請等の処理に通常要する期間をいう。 

 (6) 処理機関 申請等を処理する部（東京都下水道局分課規程（昭和３７年東京都下水道局管理規程第１

号。以下「分課規程」という。）第１条第１項に定める部及び東京都下水道局流域下水道本部処務規程

（昭和４９年東京都下水道局管理規程第１７号）第２条第１項に定める部をいう。）、所（分課規程第

５条に定める事業機関のうち下水道事務所、水再生センター（森ヶ崎水再生センターに限る。）及び基

幹施設再構築事務所をいう。）、課（分課規程第１条第１項に定める課並びに東京都下水道局流域下水

道本部処務規程第２条第１項、東京都下水道局下水道事務所処務規程（昭和３７年東京都下水道局管理

規程第４号）第２条第１項及び東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程（昭和３７年東京都下水

道局管理規程第５号）第２条第１項に定める課をいう。）をいう。 

(7) オンライン標準処理期間 電子情報処理組織（処理機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同

じ。)とその申請等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を

使用する方法により申請等が行われた場合の標準処理期間をいう。 

(8) 経由機関 法令及び条例等により申請の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をい

う。 

(9) 受付機関 届出等の窓口事務に係る書類等の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関

をいう。 

(10) 経由日数 申請等が経由機関又は受付機関の事務所に到達してから処理機関の事務所に到達するまでに通常要

する日数をいう。 

 

（処理機関の責務） 

第３条 処理機関は申請等について、第２条第５号及び第７号に基づき、原則として標準処理期間及びオン

ライン標準処理期間をそれぞれ定めるものとする。 

２ 処理機関は、申請等について、標準処理期間内に処理するよう努めるものとする。 

３ 処理機関は、申請等に係る審査等の進行状況及び当該申請等に対する処分等の時期の見通しを明らかにするよう

努めるものとする。 

 



 

（標準処理期間） 

第４条 標準処理期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。 

 (1) オンライン標準処理期間 

 (2) オンライン標準処理期間以外の標準処理期間（書面等により申請等が行われた場合の標準処理期間） 

 

（標準処理期間の算定） 

第５条 標準処理期間は、申請等が処理機関の事務所に到達した日（期間を定めて申請等を受け付け

る場合は、当該申請等の期間の締切日）から起算して当該処理機関が申請等をした者に対して通知

等を行う日までの日数とする。 

２ 標準処理期間は、法令、条例等により定められている国、他の地方公共団体等関係機関への協議

及び照会並びに審議会、審査会等における審議、審査等に要する日数を含むものとする。  

３ 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。  

 (1) 東京都の休日に関する条例（平成元年東京都条例第10号）第１条に定める休日の日数 

 (2) 申請等の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に要する日数 

 



別表

標準処理
期間

（日）

経由機関
又は

受付機関

経由日数
(標準処理期間

内の日数)

標準処理
期間
（日）

経由機関
又は

受付機関

経由日数
(標準処理期間

内の日数)

1 公文書の開示請求 東京都情報公開条例第5条
総務部広報サービス課、流
域下水道本部管理部管理課

14 2
翌日から起算し、休日
を含む。

2 保有個人情報の開示請求
個人情報の保護に関する法律第76条
第1項

総務部広報サービス課、流
域下水道本部管理部管理課

14 1

・個人情報の保護に関
する法律第83条第１項
で請求があった日から
30日以内と規定
・本件の処理期間は翌
日から起算し、休日を
含む。

3 保有個人情報の訂正請求
個人情報の保護に関する法律第90条
第1項

総務部広報サービス課、流
域下水道本部管理部管理課

30 1
翌日から起算し、休日
を含む。

4 保有個人情報の利用停止請求
個人情報の保護に関する法律第98条
第1項

総務部広報サービス課、流
域下水道本部管理部管理課

30 1
翌日から起算し、休日
を含む。

5 行政財産の使用許可 地方自治法第238条の4第7項
経理部資産運用課、流域下
水道本部管理部管理課

40 1
支障の有無の確認及び
委員会の審議が必要な
ため

6 使用水量の減量認定 東京都下水道条例第17条第2項
経理部業務管理課、下水道
事務所

20 20 2

7 料金の減免 東京都下水道条例第20条第1項
経理部業務管理課、下水道
事務所

5 2

8 料金の減免 東京都下水道条例第20条第2項
経理部業務管理課、下水道
事務所

1 2

9 排水設備設置義務免除 下水道法第10条第1項 下水道事務所 40 40 1

10
東京都指定排水設備工事事業者の指
定

東京都下水道条例第7条、第7条の2
第1項、第2項

施設管理部排水設備課 30 30 2
申請の受付から東京都
指定排水設備工事事業
者証交付まで

11
東京都指定排水設備工事事業者の指
定の更新

東京都下水道条例第7条の2第3項 施設管理部排水設備課 30 30 2

12
東京都指定排水設備工事事業者証の
再交付

東京都下水道条例第7条の4第2項 施設管理部排水設備課 1 1 2

13 排水設備工事責任技術者の登録
東京都下水道条例第7条の7、第7条
の8

施設管理部排水設備課 30 30 2
申請の受付から排水設
備工事責任技術者証交
付まで

区分 備考項番 行政手続等の名称 根拠法令等 処理機関

オンライン標準処理期間
書面等により申請等が行われた場合の

標準処理期間

※「区分」１：法令を根拠とする許認可等窓口事務、条例等を根拠とする許認可等窓口事務、許認可等窓口事務以外の窓口事務



別表

標準処理
期間

（日）

経由機関
又は

受付機関

経由日数
(標準処理期間

内の日数)

標準処理
期間
（日）

経由機関
又は

受付機関

経由日数
(標準処理期間
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区分 備考項番 行政手続等の名称 根拠法令等 処理機関

オンライン標準処理期間
書面等により申請等が行われた場合の

標準処理期間

14
排水設備工事責任技術者の登録の更
新

東京都下水道条例第7条の8 施設管理部排水設備課 30 30 2

15 排水設備工事責任技術者証の再交付 東京都下水道条例第7条の9第2項 施設管理部排水設備課 20 20 2

16
東京都指定排水設備工事事業者変更
届

東京都指定排水設備工事事業者規程
第6条

施設管理部排水設備課 1 1 3

17
東京都指定排水設備工事事業者廃業
届

東京都指定排水設備工事事業者規程
第6条第4項

施設管理部排水設備課 1 1 3

18
排水設備工事責任技術者専任・専任
解除届

東京都指定排水設備工事事業者規程
第6条

施設管理部排水設備課 1 1 3

19 排水設備工事責任技術者変更届
東京都指定排水設備工事事業者規程
第11条

施設管理部排水設備課 1 1 3

20
排水設備工事責任技術者登録抹消申
請

東京都指定排水設備工事事業者規程
第11条第3項

施設管理部排水設備課 1 1 3

21
水質管理責任者資格講習（甲）・
(乙）

東京都下水道条例施行規程第7条の4 施設管理部排水設備課 35 35 3
修了テストの実施日か
ら修了通知書の交付ま
で

22 水質管理責任者資格講習修了証明
「水質管理責任者の資格講習等に関
する要綱」の運用について 3

施設管理部排水設備課 5 5 3

23 下水道台帳閲覧 下水道法第23条第3項 施設管理部管路管理課 1 3
ホームページによる閲
覧が平成17年４月１日
から可能

24 公共事業の施行に伴う移転資金貸付
公共事業の施行に伴う移転資金貸付
条例第5条

流域下水道本部管理部管理
課

15 3

25
公共事業の施行に伴う移転資金貸付
契約

公共事業の施行に伴う移転資金貸付
条例第7条

流域下水道本部管理部管理
課

30 3

26
公共事業の施行に伴う移転資金貸付
に係る債務弁済及び抵当権設定

公共事業の施行に伴う移転資金貸付
条例第15条

流域下水道本部管理部管理
課

20 3

27
公共事業の施行に伴う移転資金貸付
に係る火災保険の質権設定承認（新
規、更新）

公共事業の施行に伴う移転資金貸付
条例第16条第1項

流域下水道本部管理部管理
課

30 3
保険会社に委託してい
るものについては20日
間

28
公共事業の施行に伴う移転資金貸付
年末残高証明

租税特別措置法施行令第26条の3第1
項

流域下水道本部管理部管理
課

5 3

29
公共下水道管理者以外の者の行う維
持・工事

下水道法第16条 下水道事務所 60 1
既設の下水道設備との
調整が必要

※「区分」１：法令を根拠とする許認可等窓口事務、条例等を根拠とする許認可等窓口事務、許認可等窓口事務以外の窓口事務



別表

標準処理
期間

（日）

経由機関
又は

受付機関
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区分 備考項番 行政手続等の名称 根拠法令等 処理機関

オンライン標準処理期間
書面等により申請等が行われた場合の

標準処理期間

30 公共下水道使用開始（変更）届 下水道法第11条の2 下水道事務所 1 1 3

31
特定施設及び除害施設の設置（使
用）届

下水道法第12条の3ほか 下水道事務所 1 1 3

32 特定施設及び除害施設の変更届 下水道法第12条の4ほか 下水道事務所 1 1 3

33
特定施設及び除害施設の実施制限期
間の短縮

下水道法第12条の6第2項ほか 下水道事務所 30 30 3
一定の条件を満たす業
種、施設の場合は10日

34
特定施設及び除害施設の氏名変更等
及び使用廃止届

下水道法第12条の7ほか 下水道事務所 1 1 3

35 特定施設及び除害施設の承継届 下水道法第12条の8第3項ほか 下水道事務所 1 1 3

36 特定施設及び除害施設の工事完了届 東京都下水道条例施行規程第7条 下水道事務所 1 1 3

37 水質管理責任者の選任等届 東京都下水道条例第7条の16第1項 下水道事務所 1 1 3

38 水質事故発生事業場の事故届 下水道法第12条の9 下水道事務所 1 1 3

39
水質事故発生事業場の事故再発防止
措置完了届

事業場の排水規制に関する指導要領
実施細目 第6

下水道事務所 1 1 3

40
水質事故発生事業場の事故再発防止
措置計画届

事業場の排水規制に関する指導要領
実施細目 第6

下水道事務所 1 1 3

41 排水設備新設等の計画届 東京都下水道条例第4条 下水道事務所 1 1 3

42 排水設備計画の変更、中止届 東京都下水道条例第4条 下水道事務所 1 1 3

43 公共ます設置 東京都下水道条例第24条 下水道事務所 30 3
一定の条件を満たすこ
とが必要

44 水洗便所助成金交付申請
東京都下水道局水洗便所助成規程第
5条

下水道事務所 10 10 3

45 大量排水協議 下水道法第19条 下水道事務所 180 3
既設の下水道施設との
調整が必要

46 公共下水道の管理者の同意等 都市計画法第32条 下水道事務所 180 3
既設の下水道施設との
調整が必要

47 公共下水道使用届
東京都下水道条例第8条､第12条第1
項、第17条の3

経理部業務管理課、下水道
事務所

1 1 3

48 公共下水道の一時使用届 東京都下水道条例第8条 下水道事務所 1 1 出張所 1 3

49
管理人選定・変更届等の届出及び共
同住宅扱い適用申請

東京都下水道条例第12条第2項 経理部業務管理課 1 3 工業用水のみ

50 公共下水道への固着申請 下水道法第24条 下水道事務所 7 出張所 4 1
既設下水道施設との調
整が必要

※「区分」１：法令を根拠とする許認可等窓口事務、条例等を根拠とする許認可等窓口事務、許認可等窓口事務以外の窓口事務


